
                            一   般   仕   様   書 

 

                                                                                

１． 工事の入札及び施工においては、川越町建設工事執行規則、川越町会計規則、三重県土木工事共 

 

通仕様書を熟読の上、遵守すること。 

 

 ２．工事の施工に対する数量等の優先順位は、仕様書→図面→設計図書の順とする。 

 

 

                              特 記 仕 様 書 （ １ ） 

 

 

 １．一般残土については、本町指定の処分地がある場合は当該地へ、指定のない場合には8ｋｍ以内自

由処分とし、捨て場は請負者が責任をもって確保し、産業廃棄物残土（Ａｓ・Ｃｏ・泥土等）につい

ては、法的許可業者又は法人への指定地処分とする。また、これらの処分については、搬入場所・搬

入形態・搬入数量等の確認ができる書類（経路図等）及び写真を提出すること。 

  なお、着工時には残土等処理計画書を、竣工時には残土等処理実施書を提出すること。  

 

 ２．現存する境界杭等の確認及び復旧は、関係者及び関係機関立会いのもとで行い、これらに要する

 費用は全て請負者の負担とする。 

 

 ３．資器材等の搬入・搬出には、細心の注意を払うと同時に、一時的な使用であっても土地所有者 

 （関係者）の承諾を必ず得ること。 

  なお、資材置場等の確保は請負者が行い、道路等公共施設の使用は特別な場合を除き、一切認めな

 い。また、確保した置場等は、十分な管理のもと常に整理整頓を行い、返却時には土地所有者等との

 確認を怠らないこと。 

 

 ４．地下埋設物等の調査・試掘については、関係者及び関係機関立会いのもとで実施し、埋設状況 

 を明確（写真・図示等）に把握すること。 

  なお、工事中における埋設物等の破損事故は、請負者の責任において処理対応するとともに、監督

 員への報告を遅滞なく行うこと。 

  

 ５．工事の施工に伴い発生する排水の放流先については、事前に監督員の承認を受け、周辺工作物等

 への被害がおこらないよう、十分な管理を行うこと。 

  なお、放流先水路等の清掃はもちろんのこと、施工隣接水路等の清掃も、その都度必要に応じて実

施をすること。 

 

 ６．工事の施工においては、家屋及び家屋周辺工作物への影響を十分配慮すること。 

  なお、工作物等に破損を生じた場合は、請負者の責任において処理対応すると同時に、監督員への

報告を遅滞なく行うこと。 

 

 ７．指示打合簿は、工事の内容及びそれらの変更に伴う事項を承知・確認するとともに、設計図書 

 等との整合性を計るものであるので、最低でも月毎に監督員の承認を受けること。 



 

８．工事期間中に要する書類は、次のとおりとする。 

 

  (1) 月間工程表 … 毎月５日（土曜・日曜又は祝日の時は、翌日） 

  (2) 出来高月報 … 毎月２５日（ 〃 ） 

  (3) そ の 他 … 監督員の指示によるもの。 

 

９．著しく安価な製品の使用や明らかに設計図書からの逸脱品の使用等については、設計変更の対 

 象となる。 

 

１０．同一区域内において、他工事等がある場合は、業者相互間の協議・協力を十分に行い、かつ、 

 地域住民に十分な理解が得られるよう尽力すること。                    

 

１１．各関係機関（所轄警察署・消防署等）への手続き及び協議等は、契約締結後、遅滞なく行うこ 

 と。また、許可書等の写しを竣工書類とともに提出すること。                

 

１２．諸経費には、工事実績登録諸費用が加算されているので、契約完了後、速やかに登録し、登録 

 書等の写しを提出すること。 

 

１３．その他、不明瞭な点、疑義等が生じた場合は、その都度監督員と協議し解決すること。 

 

 

※ 上記事項については、厳格に受け止め、十分理解のうえ施工すること。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

特 記 仕 様 書 （ ２ ） 
 

 
 電子納品については下記に基づき提出すること。 

 

 １．発注時に本町より手渡されたデータは、竣工時変更データを作成した上で、竣工書類の一部と 

 して提出すること。 

 

 ２．当初データは変更があった場合、当初データと変更後データと分けてフォルダ管理を行うこと。 

 

 ３．各変更データの注意事項を以下に示す。 

 

  (1) 数量計算書については当初数量と変更数量が比較できるよう二段赤字書きにて作成すること｡ 

  (2) 図面データは変更しない図面と変更した図面及び新規作成図面が、おのおの目次にてわかる 

    ようにして作成すること｡ 

  (3) 構造計算データは変更したものについては当初と対比できるように、また追加したものにつ 

    いては目次でわかるようにする｡ 

  (4) 各種様式は必要な書式のみ使用し通し番号と日付にて管理すること。 

 

 ４．使用媒体としてはＣＤ－Ｒとする。 

 

 ５．使用媒体には次の項目を明記して納品すること。 

 

  ① 受注年度・工事番号・工事名 

  ② 請負社名 

  ③ 作成年月 

   また媒体を入れるプラスチックの背表紙も同様とする。 

 

 ６．納品前には必ずウィルスチェックを行うこと｡ 

 

 ７．電子化が困難な資料が発生した場合、その旨報告し担当者の指示を受けること。 

 

 

 



 

特記仕様書（３） 
 

 

 

1. 適用範囲について 

本仕様書は、「川越町民テニスコート人工芝張替工事」に適用する。 

 

 

2. 標準仕様について 

設計図書に記載なき事項については、下記の仕様を適用する。 

① 屋外スポーツ施設の建設指針 最新版（公益財団法人 日本スポーツ施設協会） 

② テニスコートの建設マニュアル 最新版（公益財団法人 日本テニス協会） 

③ 三重県公共工事共通仕様書 最新版（三重県 県土整備部） 

 

 

3. 現場作業期間について 

現場作業期間については、以下の期間内に実施すること。 

令和７年８月１日（金）～令和７年８月２９日（金） 

 

4. 使用材料について 

   

4-1. 

本工事で使用する砂入り人工芝は日本テニス協会の推奨、日本ソフトテニス連盟の公認する製造

業者の製品であるものとし、例外は不可とする。 

また、メンテナンス・応急性が発生した場合の対応力の観点から国内生産品であり、資材搬入の熟

練から、県内での施工実績を有するメーカーであること。 

 

4-2． 

本工事に使用する砂入り人工芝の品質保持、利用者の安全性・利便性のため、表に定める仕様及

び規格を満たすこととし、施工業者は着手前に材料承認願及びサンプルを提出し、監督員の承諾を

得ること。 

 

表１  材料仕様 

項目 仕様 

パ 

イ 

ル 

素材 

耐候性ポリプロピレンスプリットヤーン同等以上 

＋ 

耐候性ナイロンモノフィラメントヤーン同等以上 

長（丈） １９ ｍｍ ± １ ｍｍ 

繊度 
１１,８００ dtex 程度 

（8,500 dtex 程度 ＋ 550 dtex 程度 × ６本） 

色相 

ツートンカラー対応可能とする 

（一色・ツートンについては別途協議） 

ライン：ホワイト 

人工芝ロール有効幅 ３．６６ ｍ 幅  以上 

基布素材 ポリプロピレン 

バッキング素材 ＳＢＲラテックス  同等以上 

パイル製造・人工芝タフト・ 

バッキング 
国内工場 



ジョイントテープ ポリエステル製  幅 300 ｍｍ  以上 

接着剤 合成樹脂系接着剤（ノントルエン） 

目砂材質 粒度調整特殊硅砂 

目砂粒径 
＜ 1.18 ｍｍ  90 ％  以上 

＜ 0.15 ｍｍ  10 ％  以下 

 

 

 

表２  砂入り人工芝規格 

試験項目 規格値 試験法 

パイル糸引抜き強さ  30.0 Ｎ 以上 JIS L 1021-8(2007) 準拠 

引張強さ 

及び伸び率   

引張強さ 490 Ｎ 以上/50mm巾 JIS L 1096(2010)  

8.14.1 A法 準拠 伸び率 20 ％ 以下 

摩耗強さ ※ 150 mg 以下 

JIS L 1021-11(2007)4 準拠 

№H-38,10000 回 

荷重 1 kg  ／ 片腕 

促進耐候性 
著しい褪色、劣化を生じな

いこと 

JIS A 1415 準拠 

サンシャインウエザオメーター 

1000時間 

 

注）１ 製品の安定・安全・高品質を確保するため、パイルから製品までを国内生産している材料を使

用すること。 

  ２ 規格欄の※項目に関しては、公的試験データを有すること。 

  ３ 素材について、同等以上であることが確認できる資料の提出をすること。 

 

5.その他 

 

・ 町民テニス場は４面(A・B・C・Dコート)を有する。内、1面(Cコート) 

   の人工芝張替工事を行い、工事期間は全て使用中止とする。 

   (テニス場内で工事区画すること。) 必要な仮設安全対策を施し、発注者と事前協議の上、仮設計

画図を提出すること。 

 

・ 人工芝張替工事は、安全且つ運動施設工事として高度な専門性を要求される。 

   よって屋外スポーツ施設に精通し、経験を有する技術者(有資格者)を現場に常駐させるものとす

る。  

 

＊有資格者の配置は下記のいずれか 

・一般社団法人 日本運動施設建設業協会・・・「登録運動施設基幹技能者」 

（国土交通省認定 登録番号 第 27番）  

   ・一般社団法人 日本運動施設建設業協会・・・「運動施設施工技士」 

   ・公益財団法人 日本スポーツ施設協会・・・「公認スポーツ施設管理士」 

 

 

 

 

 

 


